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あさひ園訪問介護重要事項説明書 

 
１． 事業所の概要 

（１） 事業所の指定番号及びサービス提供地域等 

事業者名 
社 会 福 祉 法 人 郷 寿 会   

理事長  福嶋 隆 

事業所指定

番号 
4370200612 

事業所名 あさひ園訪問介護事業所 指定年月日 平成 12 年 3 月 31 日 

所在地 
熊本県八代市上日置町  

2345 番地 

サービス提

供地域 

八代市及び八代郡の

地域 

電話番号 
0965－35－5757（代表） 

0965－34－4127（直通） 
ＦＡＸ番号 0965－34－4111 

 

（２） 営業日及びサービス提供の時間帯 

営業日 月曜日～土曜日まで 営業時間 8：00～17：30 

備 考 

（１）営業日は、月曜日から土曜日までとします。ただし、1 月 1

日から 3 日までを除くこととしますが、特別の需要がある場合

はこの限りではありません。 

（２）営業時間は、8：00～17：30 までとしますが、特別の需要

がある場合はこの限りではありません。 

  

（３） 事業所の職員体制 

管 理 者 1 名 訪問介護員 3 名以上 

サービス提供責任者 2 名  

 

２．サービスの内容 

訪問介護サービスの内容は、利用者の居宅に訪問介護員を派遣し、利用者に

対して身体介護及び生活援助、その他日常生活上の援助を行うものとします。 

 

３． 事業の目的と運営方針 

あさひ園訪問介護事業所は、事業の適正な運営を確保するために、人員及び

管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士及び訪問介護員研修の修了

者が要介護状態にある高齢者に対し、適正な訪問介護サービスを提供すること

を目的とします。 

また、運営方針として、事業所の訪問介護員等は、要介護状態にある利用者

の心身の特性を踏まえ､その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが
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できるよう、入浴、排泄及び食事介助等の身体介護、調理、洗濯、掃除及び買

物等の生活援助、その他日常生活上の援助を行うとともに、本事業の実施にあ

たっては、関係市町村及び地域の保健・医療・福祉サービスを提供する者との

密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。 

 

４． 利用者負担金 

   厚生労働大臣が定める基準によるものであり、当該サービスが法定代理受

領サービスであるときは、介護保険法による介護報酬の告示上の額として設

定します。 

 

（１）基本料金 

【訪問介護費】 単位 利用者負担金額 

★身体介護中心の場合  
 特定事業所

加算Ⅰ（1 割） 

特定事業所 

加算Ⅰ（2 割） 

２０分未満 １６７ ２００円 ４００円 

２０分以上３０分未満 ２５０ ３００円 ６００円 

３０分以上１時間未満 ３９６ ４７５円 ９５０円 

１時間以上 ５７９ ６９６円 １３９２円 

３０分追加毎 
８４単位

加算 

加算した単位

の２０％増 

加算した単位

の２０％増 

★生活援助中心の場合    

２０分以上４５分未満 １８３ ２２０円 ４４０円 

４５分以上 ２２５ ２７０円 ５４０円 

   

 （２）加算料金等 

初回加算 １月につき２００単位 

緊急時訪問介護加算 １回につき１００単位 

２人の場合 所定単位数の×２００％ 

特定事業所加算 Ⅰ 所定単位数の２０％加算 

特定事業所加算 Ⅱ 所定単位数の１０％加算 
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特定事業所加算 Ⅲ 所定単位数の１０％加算 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 
所定単位数の１３，７％に相当する

単位 

介護職員特定処遇改善加算（Ⅰ） 
所定単位数の６，３％に相当する単

位 

介護職員等ベースアップ等支援加算 
所定単位数の２，４％に相当する単

位 

   

 （３）その他の費用 

①保険対象を超えるサービスについては、全額自己負担（１０割）とします。 

 

②利用者又は契約者は、利用実施日の前日までに事業者に申し出でし、サー

ビスの利用を中止することができるものとします。なお、実施日前日までに申

し出でがなく実施日にサービスの提供ができないときは、キャンセル料として

２４時間前まで無料、それ以降は利用者負担金の支払いを求めることができる

ものとします。ただし、利用者の急病、急な入院、特別な事情の時は徴収しな

いものとします。 

 

  ③通常の事業の実施地域（八代市及び八代郡）を超えた地点から、片道１キ

ロメートルあたり３７円の交通費の実費が必要となります。 

 

（４）利用者負担金の支払い方法 

当該利用者負担金の支払いは、毎月５日までに月単位で請求しますので、次

のいずれかの方法により、毎月２８日までにお支払いいただきます。 

①自動口座引き落し（指定の金融機関の口座から月１回引き落とします） 

 

②現金払い  

 

（５）領収書の発行 

事業者は、利用者から支払いを受けたときは、利用者に対して領収書を発行

します。 

 

（６）サービス提供証明書の発行 

事業者は、利用者から利用者負担金の支払いを受け、利用者から求められた

ときは、利用者に対し提供したサービスの内容、利用単位、費用等を記載した

サービス提供証明書を交付します。 

 

５． サービス利用に当たっての留意事項 

（１）利用者又はその家族は、体調の変化があった際は事業所の従業者にご一報

ください。 
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（２）事業所では、原則として利用者宅の鍵のお預かりはいたしません。鍵の取

り扱いについては、利用者又はその家族とご相談させていただきます。 

 

（３）従業者に対する贈物や飲食のもてなしは、お受けできません。 

 

６． 秘密の保持について  

 （１）あさひ園訪問介護事業所は、訪問介護員及びその他の従業者に対して、正

当な理由がなく、その業務上知り得た利用者及び契約者、その家族等の秘密

を漏らすことがないよう、雇用契約において義務づけています。 

 

（２）あさひ園訪問介護事業所は、サービス担当者会議等において、利用者の個

人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合

は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得るものとします。  

 

７． 非常災害対策について 

  事業者は、非常災害その他緊急の事態に備え、必要な設備を備えるとともに、

常に関係機関と連絡を密にし、取るべき措置について防災計画を作成し、防災

計画に基づき、従業者等の訓練を行います。 

 

８． 緊急時の対応について 

   訪問介護員等は、指定訪問介護の提供を行っている時に利用者に病状の急

変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡等の必要な

措置を講じるものとします。 

 

緊急時の連絡先 35－5757（代表） 34―4127（直通） 

対応可能時間 
8：00～18：00（特別の需要がある場合はこの限りは

ありません。） 

 

９． 事故発生時の対応について 

   訪問介護員等は、指定訪問介護サービスの提供時において、利用者に予期

せぬ事故が発生したときは、次のとおり迅速かつ的確な対応により円滑かつ

円満な解決につとめます。 

 

（１）利用者及び家族への対応 

①最善の処置 

介護事故が発生した場合は、まず利用者に対して可能な限り緊急処置を行う

とともに、速やかに主治医への連絡等の必要な措置を講じます。 

 

②管理者への報告 
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速やかに管理者へ報告するとともに、主治医の指示で医療機関へ搬送します。 

 

③利用者及び家族への説明 

処置が一段落すれば、できるだけ速やかに利用者や家族等に誠意をもって説

明し、家族の申し出についても誠実に対応します。 

 

④利用者及び家族への損害賠償 

介護事故により事業所が賠償責任を負った場合は、誠意をもって利用者及び

家族に対して補償します。 

 

⑤事故記録と報告 

利用者への処置が完了した後、速やかに介護事故報告書を作成し再発防止対

策につとめます。 

 

（２）行政機関への報告 

重大な介護事故や死亡事故など重大な事態が発生した場合は、速やかに関係

機関へ報告します。 

 

１０．利用者の尊厳について 

  利用者の人権・プライバシー保護のため業務マニュアルを作成し、従業者教

育を行います。 

 

１１．身体拘束の禁止について 

  原則として、利用者の自由を制限するような身体拘束を行わないことを約束

します。ただし、緊急やむを得ない理由により拘束をせざるを得ない場合には

事前に利用者及びその家族へ十分な説明を行い、同意を得るとともに、その態

様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由につい

て記録します。 

 

１２．サービス内容に関する苦情等相談窓口 

サービス内容に関する苦情等の相談については、下記のとおり対応いたし

ます。 

 

（１）苦情解決責任者 

特別養護老人ホームあさひ園  施設長 頼藤繁夫 

 

（２）苦情受付担当者 

あさひ園訪問介護事業所  訪問介護部長 福本郁恵 

 

（３）利用方法 

所 在 地 〒866－0824 八代市上日置町 2345 番地 
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電話番号  0965－35－5757 ＦＡＸ 0965－34－4111 

受付時間 8：00～17：30 

 

（４）第三者委員 

吉田正範（社会福祉法人郷寿会監事） 

〒866-0851 八代市毘舎丸町 4－36   ℡ 0965－34－0919 

 

市村京子（社会福祉法人郷寿会評議員） 

〒866-0824 八代市上日置町 2100   ℡ 0965－34－0182 

 

（５）苦情解決の方法 

①苦情の受付 

苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。

なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。 

 

②苦情受付の報告・確認 

苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員（苦情申

出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く）に報告いたします。第三

者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。 

 

③苦情解決のための話し合い                                

苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。

その際、苦情申出人は、 

第三者委員の助言や立会いを求めることができます。 

なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。 

ア． 第三者委員による苦情内容の確認 

イ． 第三者委員による解決案の調整、助言 

ウ． 話し合いの結果や改善事項等の確認 

    

④本法人で解決できない苦情は、行政機関その他苦情受付機関に申し立てるこ

とができます。 

 

 

八代市健康福祉部 

介護保険課 

所在地 八代市松江城町 1－25 

電 話 0965－33－8983    

ＦＡＸ 0965－32－8944 

受付時間 9：00～17：15 

 

国民健康保険団体連合会 

「苦情相談窓口」 

所在地 熊本市東区健軍 2 丁目 4 番 10 号 

電 話 096－214－1101    

ＦＡＸ 096－214－1105 
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受付時間 9：00～17：00 

熊本県社会福祉協議会 

「運営適正化委員会」 

所在地 熊本市中央区南千反畑町 3 番 7 号 

電 話 096－324－5471    

ＦＡＸ 096－324－5456 

受付時間 9：00～17：00 

 

１３．第三者評価の実施状況について 

   実施しておりません 

 

指定訪問介護事業の開始にあたり、令和  年  月  日に利用者及び代理人

に対して、本書面に基づいて重要事項の説明をするとともに、本書面以外につい

ても説明しました。 

 

《事業者》 

            住 所  八代市上日置町 2345 番地 

            名 称  社会福祉法人 郷寿会 

            代表者  理事長 福嶋 隆     印 

            

《説明者》   

            所 属  あさひ園訪問介護事業所 

            氏 名               印 

 

私は、本書面により、令和  年  月  日に事業者から指定訪問介護サー

ビス事業について、重要事項の説明を受けるとともに、本書面以外についても説

明を受け同意しました。 

 

《利用者》 

            住 所   

氏 名               印 

            

《利用者代理人》 

住 所 

氏 名               印 

            （続柄      ） 

             
《家族》 

            住 所 

            氏 名               印 

            （続柄     ） 
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個人情報使用同意書 

 
 

 私自身（利用者）及びその家族の個人情報については、事業者が、介護保険サ

ービスを円滑に提供するために実施される担当者会議、私が利用する他の事業所

等と情報の共有、連絡調整が必要な場合及び緊急時における病院等への情報提供

時等に必要最小限の範囲内で使用することに同意します。 

 

 

令和   年   月   日 

 

 

あさひ園訪問介護事業所  殿 

 

      利 用 者   住 所  

              

 氏 名                印 

 

      利用者代理人  住 所 

   

            氏 名                印 

                 （続柄     ） 

 

      家 族     住 所 

        

  氏 名                印 

                 （続柄     ） 


